
東京都板橋区細街路拡幅整備助成金交付要領 

（平成 ２年３月２８日区長決定） 

（平成 ３年７月２５日一部改正） 

（平成 ８年１月２４日一部改正） 

（平成１１年３月２６日一部改正） 

（平成１４年３月１９日一部改正） 

（平成１７年３月 ８日一部改正） 

（平成２３年１月２８日一部改正） 

（平成２５年１月１７日一部改正） 

（平成２５年３月２８日一部改正） 

（平成３１年３月 ７日一部改正） 

（令和 ３年３月２３日一部改正） 

（令和 ５年２月２８日一部改正） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、東京都板橋区細街路拡幅整備要綱（平成２年３月２８日区長決定。

以下「要綱」という。）第９条第２項の規定に基づき、助成金の交付について必要な事項

を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例によ

る。 

 

（助成金の交付対象） 

第３条 要綱第９条第１項に規定する助成金の交付を受けることができる者は、移設工事

等を行い、かつ要綱第８条第１項の完了通知書を受領した建築主等とする。 

 

（助成金の額） 

第４条 助成対象工事及び助成額は別表に定めるところによる。 

 

（助成金交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする建築主等（以下「申請者」という。）は、要綱第８

条第１項の完了通知書の交付日から６か月以内に、速やかに助成金交付申請書（別記第

１号様式。以下「申請書」という。）を区長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。 

（１）助成金対象工事完了届（別記第２号様式。以下「完了届」という。） 

（２）工事前及び工事後の写真 

（３）擁壁の設置がある場合は、対象工事後の図面 

（４）工事に要した費用が明確になる書類 

（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 



３ 第１項に規定する期間内に申請書を提出しない者は、助成金の交付を受けることはで

きないものとする。 

 

（助成金交付申請の取り下げ） 

第６条 申請者は、助成金交付申請を取り下げようとするときは、助成金交付申請取り下

げ届（別記第３号様式）を区長に提出しなければならない。この場合において、当該交

付申請はなかったものとみなす。 

 

（助成金の交付） 

第７条 区長は、第５条第１項による申請書の提出があったときには、その内容の審査及

び現地の調査を行い、助成することと決定したときは助成金交付決定・確定通知書（別

記第４号様式）により、助成を行わないことを決定したときは助成金不交付決定通知書

（別記第５号様式）により申請者に通知する。 

２ 助成金交付決定・確定通知書の通知を受けた申請者は、助成金請求書（別記第６号様

式）により速やかに区長に助成金の請求をしなければならない。 

３ 区長は、申請者から助成金請求書の提出があったときは、申請者に助成金を交付する

ものとする。 

 

（適用除外） 

第８条 申請者が、次のいずれかに該当する場合については、要綱第９条の規定は適用し

ない。 

（１）法人 

（２）宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物

取引業者 

（３）要綱第７条第８項に該当する拡幅整備を行う者 

（４）この要綱に基づく助成金の対象となる工事について、他の補助金等の交付を受け、

又は受ける予定である者 

（５）区市町村民税及び軽自動車税を滞納している者 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が定めたもの 

 

（助成金の交付決定の取消し） 

第９条 区長は、交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成

金の交付決定を取り消すことができるものとする。 

（１）偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要領の規定に基づく助成金の交付決定の条件に違反したとき。 

 

（助成金の返還） 

第１０条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合 

は、助成金交付決定取消通知書（別記第７号様式）により通知し、既に助成金が交付さ

れているときは、その助成金全部又は一部の返還を命ずるものとする。 



 

（違約加算金及び延滞金） 

第１１条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る助成金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については、その納付した額を控除した額）につき、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければ

ならない。 

２ 助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったとき

は、納付期限の翌日から納付当日までの日数に応じ、未納付額につき、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければなら

ない。 

３ 前２項に規定する年当りの割合は、閏年に属する日を含む期間についても、３６５日

当たりの割合とする。 

４ 第１項及び第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加

算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（委任） 

第１２条 この要領の施行について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。 

 

付 則（平成２年３月２８日区長決定） 

この要領は、平成２年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成３年７月２５日区長決定） 

この要領は、平成３年８月１日から施行する。 

 

付 則（平成８年１月２４日区長決定） 

この要領は、平成８年４月１日から施行する。 

平成８年３月３１日以前に協議が整い、かつ、平成８年４月１日以降に助成金等対象工

事完了届が提出された協議については、第３条及び第５条の規定を除き、改正後のこの要

領を適用する。 

 

付 則（平成１１年３月２６日区長決定） 

１ この要領は、平成１１年４月１５日から施行する。 

２ 平成１１年４月１５日以後に助成金等対象工事完了届が提出された協議についてはこ

の要領を適用し、同日前に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、なお

従前の例による。 

 

付 則（平成１４年３月１９日区長決定） 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行し、平成１４年４月１日以後に助成金等対

象工事完了届が提出された協議については、この要領を適用し、同日前に助成金等対象



工事完了届が提出された協議については、なお従前の例による。 

２ ブロック塀・ブロック積み土留め等（高さ０．４ｍ以上）の設置は、平成１４年４月

１日以後協議を受付たものは対象としない。 

 

付 則（平成１７年３月８日区長決定） 

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の別表第 1の規定は、平成１７年４月１日以後協議を受付たも

のから適用し、同日前に協議を受け付けたものについては、なお従前の例による。 

 

付 則（平成２３年１月２８日区長決定） 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要領の規定は、平成２３年４月１日以降に要綱第３条の協議の受付をしたものに

係る助成金の交付について適用する。 

３ 平成２３年３月３１日以前に要綱第３条の協議の受付をしたものについて、申請者

が、平成２４年３月３１日までに、改正前要領に基づき、区長に対して助成金等の請求

をしなかったときは、助成金等の交付に係る申請を取り下げたものとみなす。 

 

 付 則（平成２５年１月１７日区長決定） 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 要領に定める様式は、平成２６年４月１日まで改正前様式と併用する。 

 

付 則（平成２５年３月２８日区長決定） 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成３１年３月７日区長決定） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和３年３月２３日部長決定） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和５年２月２８日区長決定） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、改正前の要領に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存す

るものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

３ この要領による改正後の別表の規定は、令和５年４月１日以後協議の受付をしたもの

から適用し、同日前に協議の受付をしたものについては、なお従前の例による。 



別表

単位

1メートル 8,000 円以内

1メートル 9,000 円以内

1メートル 21,000 円以内

1メートル 41,000 円以内

1メートル 55,000 円以内

1メートル 40,000 円以内

1メートル 93,000 円以内

1メートル 171,000 円以内

1メートル 208,000 円以内

１箇所 25,000 円

１箇所 5,000 円

１ 助成金の最高限度額は、協議１件につき３５０万円とする。

２ 擁壁の設置工事費の助成最高限度額は３００万円とする。

３ 擁壁の設置は、後退線等と敷地との高低差によって生じる崖の崩落防止を目的とする

もので、鉄筋コンクリート造及び間知石練積造（宅地造成等規制法施行令（昭和３７年

政令第１６号）第１４条規定の擁壁を含む。）とする。

４ 擁壁設置の助成対象となる延長は、後退線に沿うものを対象とする。ただし、区の

指導要綱等による歩道等の整備を行う場合は、この限りでない。

５ 擁壁高さの算定は土圧を受けている部分を対象とし、土圧を受けていない立上り部分は

除外する。

６ コンクリートブロック造等とは、コンクリートブロック造、万年塀構成材、石積みを

対象とし、簡易な塀（板塀、竹塀、仮囲い等）、金属製フェンスは含まない。

７ 助成対象の延長長さに１０cm未満の端数がある場合には、切捨てて算定する。

８ 増積擁壁等（鉄筋コンクリート擁壁の上にコンクリートブロック造等の塀がある等）

の場合、助成対象は一方のみとする。

９ 助成金額は、水道・ガスメーターの移設工事を除き、それぞれ単位当りの金額（単価）

を限度とし、実際の工事費がそれを下回る場合はその金額とする。

１０ 塀・土留め・擁壁の撤去は、基礎含め構造体全てを除去する場合を対象とする。

１１ 擁壁の設置工事費には、調査設計費は含まないものとする。

高 さ 1.0m ～ 2.0m 未 満

高 さ 2.0m ～ 3.0m 未 満

ガスメーターの移設

高 さ 3.0m 以 上

そ
の
他

単 価

備考

鉄筋コンクリー
ト造等の擁壁の
設置

高 さ 0.4m ～ 1.0m 未 満

高 さ 3.0m 以 上

設
　
置 高 さ 2.0m ～ 3.0m 未 満

鉄筋コンクート
造等の塀・擁壁
の撤去

水道メーターの移設

撤
　
　
去

助 成 対 象 内 訳

コンクリートブロック造等の塀及び土留め（高さ0.4m以上）の撤去

高 さ 1.0m ～ 2.0m 未 満

高 さ 0.4m ～ 1.0m 未 満



〔要 領〕第１号様式（第５条関係） 

  年  月  日 

助 成 金 交 付 申 請 書 

（宛先）東 京 都 板 橋 区 長  

       

申請者（現在の住所） 

住所 

フリガナ 

 氏名                

電話 

申請者（協議書提出時の住所 ※変更ない場合は省略可） 

住所 

電話 

 

東京都板橋区細街路拡幅整備助成金交付要領第５条に基づき、助成金の交付を下記のとおり申
請します。 
 

記 

 

１ 協 議 番 号         年度 第    号 

 

２ 土地の所在  （地名地番） 板橋区        丁目    番 

         （住居表示） 板橋区        丁目    番    号 

３ 助成対象物 

 助 成 対 象 内 訳 数 量 単 価 申 請 金 額 

撤 
 
 

去 
コンクリートブロック造等の塀及び土留め（高さ0.4ｍ

以上）の撤去 
㍍ 円    円 

鉄筋コンクリ

―ト造等の塀・

擁壁の撤去 

高さ 0.4ｍ～1.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 1.0ｍ～2.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 2.0ｍ～3.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 3.0ｍ以上 ㍍ 円 円 

設 

 

置 

鉄筋コンクリ

―ト造等の擁

壁の設置 

高さ 0.4ｍ～1.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 1.0ｍ～2.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 2.0ｍ～3.0ｍ未満 ㍍ 円 円 

高さ 3.0ｍ以上 ㍍ 円 円 

そ
の
他 

水道メーターの移設 箇所 円 円 

ガスメーターの移設 箇所 円 円 

４ 区税納付状況調査（どちらかに✔を記入） 

区税等の納付状況を納税担当課に照会する事について □ 同意する  □ 同意しない  

軽自動車税の納税状況 □ 納付済み  □ 非所有  

 



〔要 領〕第２号様式（第５条関係） 

   年  月  日 

助成金対象工事完了届 

（宛先）東 京 都 板 橋 区 長  

 

申請者（現在の住所） 

住所 

フリガナ 

 氏名 

電話 

申請者（協議書提出時の住所 ※変更ない場合は省略可） 

住所 

電話 

 

助成金交付に係る工作物移設工事等が完了したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 協 議 番 号         年度 第    号 

 

２ 土 地 の 所 在  （地名地番） 板橋区        丁目   番 

（住居表示） 板橋区        丁目   番  号 

 

３ 助成金対象項目（該当するものに✔を記入） 

□工作物の撤去  □工作物の設置  □その他 

 

４ 提出書類       

⑴工事に要した費用が明確になる書類（領収書・内訳書の写し）等 

⑵写真（施工前後）及び図面（擁壁の設置がある場合） 

⑶次のいずれかに該当する場合は、住民税及び軽自動車税（所有者のみ）の領収書の写し

又は納税証明書。非課税の場合は非課税証明書。いずれも直近のもの（領収書の写し

は、直近のものが属する年度分で納期が既に到来しているもの全て） 

① 助成金交付申請書（別記第 1号様式）において、区税納付状況調査に関する同意をし

ない場合 

② 区外に居住している場合 

③ 区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

⑷その他 



 

〔要 領〕第３号様式（第６条関係） 

 

   年  月  日 

 

助成金交付申請取り下げ届 

 

（宛先）東京都板橋区長  

  

申請者 

         住所 

フリガナ 

  氏名 

電話 

 

 

東京都板橋区細街路拡幅整備助成金交付要領第６条に基づき、下記協議における助成金交付申請を取

り下げます。 

 

記 

 

１ 協議番号           年度 第    号 

２ 土地の所在     （地名地番） 板橋区      丁目    番 

            （住居表示） 板橋区      丁目    番    号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 号

住　所

氏　名

　東京都板橋区細街路拡幅整備助成金交付要領第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり

助成金の交付決定及び確定をしましたので、通知いたします。

1.　助成金交付決定・確定額 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

3.　土地の所在

なお、この通知書に異議があるときは、１４日以内に申請の取り下げができます。

2.　協議番号      年度第 号

※　必ず、裏面をお読みください。

円

そ
の
他

 水道メーターの移設 箇所

 ガスメーターの移設 箇所

設

置

小計(上限額300万円)

㍍

高さ3.0m以上 ㍍

鉄筋コンクリー
ト造等の擁壁の
設置

高さ0.4m～1.0m未満 ㍍

高さ1.0m～2.0m未満 ㍍

高さ2.0m～3.0m未満

小　計 円

高さ3.0m以上 ㍍

高さ1.0m～2.0m未満 ㍍

高さ2.0m～3.0m未満 ㍍

撤

去

コンクリートブロック造等の塀及び土留め（高さ
0.4m以上）の撤去

㍍

鉄筋コンクリー
ト造等の塀・擁
壁の撤去

高さ0.4m～1.0m未満 ㍍

記

助　成　対　象　内　訳 単　価 金　額数　量　等

東京都板橋区長

〔要　領〕第４号様式（第７条関係）

助成金
交付決定
確　　定

通知書

   　　年　月　日



(4) 　前項により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じてその未納額につき

年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）

を納付しなければならない。この場合において、年当たりの場合は、閏年の日を含

む期間についても３６５日当たりの割合とする。

4.　交付条件

(1) 　助成金の交付の決定後、交付要件に関する事情の変更により、申請の取り下げを

しようとするときは、必ず届出をすること。

(2) 　次の場合は、助成金の交付の決定を取り消すものとする。この場合において、申

請者に損害を与えることがあっても、その責は負わないものとする。

　ア　偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

　イ　この要領の規定に基づく助成金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 　前項により、助成金の交付の決定を取消した場合において、すでに助成金が交付

されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

　助成金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日

までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期

間については、既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算

した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。この

場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たり

の割合とする。



第 号

　　　　年度第　　号の協議において　　　年　月　日申請のあった助成金交付

申請については、下記の理由により助成しないこととしたので通知します。

　　　　　　　東京都板橋区長

助成金不交付決定通知書

〔要　領〕第５号様式（第７条関係）

年 月 日

記

住所

氏名



 

〔要 領〕第６号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

助 成 金 請 求 書 

 

（宛先）東 京 都 板 橋 区 長 

 

          申請者  

住所 

            フリガナ 

   氏名 
                    電話 

 

 

  年度第  号の協議において    年  月  日付で通知のあった助成金に

ついて、下記のとおり請求します。 

 

  

請 求 金 額  

千 百 拾 万 千 百 拾 円 

        

 

金額の先頭に「￥」をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 号

　　　　年度第　号の協議において 付で通知した東京都板橋区細街路拡幅

なお、この取消しに係る部分について、すでに助成金が交付されている場合には、下記のと

おり返還を命じます。

東京都板橋区長

1.

2. 返還する金額

3.

4.

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

㍍ 円 円

円 円

円 円

円

高さ3.0m以上

箇所

そ
の
他

 水道メーターの移設 箇所

 ガスメーターの移設

高さ1.0m～2.0m未満

高さ2.0m～3.0m未満

小計（上限額300万円）

円

設

置

鉄筋コンクリート造等の
擁壁の設置

高さ0.4m～1.0m未満

円

高さ3.0m以上

小　　　　　　　　計

高さ1.0m～2.0m未満

高さ2.0m～3.0m未満 ㍍ 円

撤

去

コンクリートブロック造等の塀及び土留め（高さ0.4m以
上）の撤去

鉄筋コンクリート造等の
塀・擁壁の撤去

高さ0.4m～1.0m未満

理由

助　成　対　象　内　訳 数　量　等 単　価 金　額

返還期日

取消後の助成金交付決定額 円

記

〔要　領〕第７号様式（第１０条関係）

年 月 日

助成金交付決定取消通知書

住所

　　　年　月　日

氏名

整備助成金交付要領に基づく助成金交付決定を下記のとおり取消したので通知します。


	【R5改正】助成金交付要領
	【R5改正】別表1
	（要領第1号様式）助成金交付申請書
	（要領第2号様式）助成金対象工事完了届
	（要領第3号様式）助成金交付申請取り下げ届
	（要領第4号様式）助成金交付決定確定通知書
	（要領第5号様式）助成金不交付決定通知書
	（要領第6号様式）助成金請求書
	（要領第7号様式）助成金交付決定取消通知書

